
北九州市監査公表第１１号 

  令和元年８月９日 

北九州市監査委員  井 上   勲 

同         廣 瀨 隆 明 

同         香 月 耕 治 

同         河 田 圭一郎 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

１ 監査の種類

定期監査 

２ 措置を講じた局

環境局

上下水道局

３ 監査の期間

平成３０年７月１１日から平成３１年２月７日まで

４ 監査公表の時期

平成３１年２月２０日（平成３１年監査公表第１０号）



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）環境局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況

ア 契約事務

（ア）委託契約事務について

（温暖化対策課）

平成２９年度北九州市ＣＯＯＬ Ｃ

ＨＯＩＣＥ普及啓発事業運営等業務委

託について、指名型プロポーザル方式

により受託候補者を選定し、特命随意

契約を行っているが、契約に際して見

積書を徴していなかった。受託者から

プロポーザル参加申し込み時に見積書

を徴しているが、これをもって契約締

結のための見積書とすることはできな

い。また、受託者と協議し契約内容を

変更しているが、変更に関して双方が

記名押印した文書を作成しておらず、

契約変更の手続きが行われていなかっ

た。

市契約規則では、随意契約の方法に

よろうとするときは、見積書を徴する

ものとされている。また、地方自治法

では、契約書を作成する場合は、契約

の相手方とともに、契約書に記名押印

しなければ、当該契約は確定しないと

されている。変更契約についても同様

である。

適正な事務処理をされたい。

 今回の指摘を受け、同様の誤った事

務手続きを行わないよう業務マニュア

ルに追記した。

また、再発防止策として、平成３１

年３月５日に開催した「事務改善会議

」において指摘内容の詳細を報告し、

契約事務及び会計事務に関する事務手

順について周知・徹底を図った。

 局全体として、平成３１年３月１日

に実施した局部長会議において、今回

の指摘事項を周知するとともに、適正

な事務処理の確認等を徹底した。



（２）上下水道局

監 査 の 結 果 措 置 状 況

ア 収入事務

（ア）目的外使用料の滞納について

（広域事業課）

行政財産の目的外使用許可に係る使

用料の滞納について、延滞金を徴収し

ていなかった。また、延滞金の割合に

ついて、市の条例に応じた規程の改正

が行われていなかった。

北九州市上下水道局公有財産管理規

程では、納付期限の翌日からこれを納

付した日までの日数につき延滞金を徴

収するものとされている。

また北九州市税外歳入の督促及び延

滞金条例では、当分の間、延滞金の割

合は各年の特例基準割合によるものと

されている。

適正な事務処理をされたい。

 北九州市上下水道局公有財産管理規

程を、北九州市税外歳入の督促及び延

滞金条例に応じた内容に改正し、平成

３１年３月２７日より施行した。

 延滞金の徴収については、改正した

管理規程に基づき、使用料の滞納者に

対し、延滞金を徴収する手続きを行っ

た。

 また、管理規程に応じた事務処理を

行うため、業務マニュアルの見直しを

行った。

 職員へは、平成３１年２月１８日の

事務改善会議にて、指摘内容及び今後

の対応について説明するなど、再発防

止に向けて周知徹底を行った。



監 査 の 結 果 措 置 状 況

イ 契約事務

（ア）契約事務について

（下水道整備課）

土地売買や補償に係る契約事務につ

いて、契約金額が５００万円超２，０

００万円以下の場合は部長専決事項と

されているが、課長決裁で処理してい

るものがあった。

また、当該契約事務については、業

務手順等を定めたマニュアルを作成し

ていなかった。

市上下水道局事務専決規程では、財

務関係事務の部長又は課長に係る専決

事項は、執行金額により区分して定め

ている。

業務マニュアルを整備して事務処理

ミスの再発防止を図り、適正な事務処

理をされたい。

 今回の指摘事項については、以下の

ように改善した。

（１）業務マニュアルの改正

既存の業務マニュアルは、主要な

事務処理手順を定めていたが、土地

売買及び移設補償契約についての手

順を明示していなかったため、これ

らを新たに追加し、同マニュアルを

改正した。

（２）事務改善会議での周知徹底

平成３０年１１月２６日に実施し

た課の事務改善会議で、指摘を受け

た内容及び改正した業務マニュアル

について、全職員に周知徹底を行っ

た。

（３）チェック機能の強化

契約事務の決裁書類に、事務専決

規程の専決事項と専決区分の該当箇

所にマーキングしたものを添付する

こととした。

それにより、決裁する際に専決区

分が容易に確認できるよう徹底され

た。




